
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

4,290 円 3,979 円

4,290 円 3,933 円

4,290 円 4,143 円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系に準じています。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

21.5人/ha（令和6年度末）

本町は、県営球磨川上流流域下水道関連町村であり、終末処理場である球磨川上流浄化センターでの処理
を行っていることから、下水道処理場数は0です。

有（球磨川上流流域下水道に接続）

処 理 区 数
1処理区（球磨川上流処理区）
※処理分区については、錦第1～7処理分区の7処理分区。

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成22年に下水道計画区域を見直し、全体計画312ｈａから220haへ計画変更を行っております。下水道処理
区域外については、小型合併処理浄化槽の整備・推進を図っています。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

本町水道加入世帯は水道使用量を基に料金を算出する従量制、未加入世帯については居住人員を基に算
出する人頭制を適用しており、基本料金に超過料金又は人数割分を加えた額を消費税率で乗じた額として
います。
従量制：基本料金1,900円（10㎥まで）、超過料金200円/㎥
人頭制：基本料金1,300円、人数割分1,000円/人、500円/人（6人目以降）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系に準じています。

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

錦町特定環境保全公共下水道事業経営戦略

平成11年度(26年経過)

錦町

特定環境保全公共下水道

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和7年度に策定・公表しました令和6年度決算「経営比較分析表」を添付しています。

職 員 数

1人（損益勘定所属職員）

下水道事業は地域整備課が所管しています。
課内には上下水道係、工務係、管理係があり、上下水道・道路・橋梁・河川・公営住宅等の工事及び維持、
経理を担当しており、連携を図りながら効率的な運営を実施しています。

エネルギー利用についての取組みはありません。

未利用土地等はないため取組みはありません。
資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

指定管理者制度については予定はありません。

官民が連携した下水道施設の管理・更新の一体的なマネジメント方
式となる「ウォーターPPP」の導入を流域下水道一体で検討していま
す。

 イ　指定管理者制度

マンホールポンプ保守点検業務、排出水水質検査を民間委託してい
ます。

民 間 活 用 の 状 況



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

処理区域内人口の予測

処理区域内人口の予測は、近年の実績値をもとに設定しています。錦町総合計画によると行政区域内人口は年々減少すると推計されて
いますが、下水道区域内への集合住宅等の建設もあり増加傾向であることから、今計画期間中は行政区域内人口の減少も加味したうえで
微増傾向が続くものと予測しています。

有収水量の予測

有収水量の予測は、近年の実績値をもとに設定しています。将来の処理区域内人口の増加率に比例し微増傾向が続くと予測をしていま
す。

使用料収入の見通し

将来有収水量に、使用料単価を乗じて予測をしています。なお、使用料単価は令和6年度の値をもとに算出しています。
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

１．計画的な事業の執行
　これまでの建設投資に伴う公債費(元利償還金)の負担や、維持管理費の増加から公営企業を取り巻く環境が厳しさを増すことが想定さ
れます。また、平成２８年度で新規拡張事業が完了し、今後は施設の老朽化に伴う改築更新事業が主となってまいります。そのため、ストッ
クマネジメント計画に基づき、計画的な管路調査などを行い、老朽化した管渠の改築更新及び耐震化など施設の適正管理を図ります。
 
２．水洗化率の向上と収入の確保
　水洗化を促進することで、安定的な料金収入の確保を図り、一般会計からの基準外繰入金を最小限に抑えます。

３．経営の健全化
　下水道事業のより一層の効率化や経費の削減を図るとともに、下水道事業の持続に必要な料金水準・料金体系の見直しを随時行い、健
全な経営を図ります。

施設の見通し

供用開始から26年が経過しているものの、管渠及びマンホール躯体の法定耐用年数は50年とされているため、改築・更新は直近の課題と
なっていません。ただし、マンホール蓋（車道部）やマンホールポンプについては、耐用年数が15年であり既に耐用年数を経過している設備
もあることから、本町ストックマネジメント計画に基づき修繕及び改築事業を計画的に実施していきます。また、適宜ストックマネジメント計画
の見直しを行います。

組織の見通し

下水道事業については現在1人の職員で運営を行っています。経営戦略の計画期間内においては、現状の組織体制を維持しつつ、下水道
施設の維持管理に対応できるよう体制を整備していきます。また、異動等で職員が代わってもノウハウの継承が行えるよう、業務の見える
化や共有、研修等の充実を図っていきます。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

計画期間中は、以下の投資を見込むものとします。
・老朽化対策事業（下水道ストックマネジメント事業）
平成28年度で施設整備が完了しており、今後はそれら施設を適切に管理・運用していく必要があります。将来にわたり、施設管理を計画的
かつ効率的に行っていくため、ストックマネジメント計画に基づき、点検及び更新を実施していきます。なお、事業費についてはウォーター
PPP導入予定の令和11年度から10,000千円/年を見込んでいます。
・流域下水道の建設事業費については、令和8年3月改定予定「熊本県流域下水道事業経営戦略」の令和8年度から令和17年度までの年
次計画に基づき錦町負担分について算定しています。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

計画期間中は、以下の取組みを実施します。
・使用料収入の見通し
使用料収入については、微増ではありますが増収傾向にあります。しかし今後は、人口減少により料金収入の大幅な増収は困難な状況に
あるため、水洗化の促進を図ります。また、経費回収率向上のため料金を見直し、下水道事業収益の増加を見込むことが必要になります。
今後の情勢及び財政状況を考慮したうえで随時必要な検討を行なっていきます。
・企業債に関する事項
資本費平準化債については、過去の発行額を勘案し発行可能額以内を計画しています。
・繰入金に関する事項
一般会計からの繰入金については、国が示す「繰出基準」に基づき算定してします。収益勘定に係る繰入れは基準内繰入（高資本費対策
に要する経費、分流式下水道に要する経費）及び基準外繰入とし、資本勘定に係る繰入れについては、基準内繰入（流域下水道に係る経
費）のみとし算定しています。今後は、料金収入の確保を図り、基準外繰入れの抑制に努めます。
・その他の収入
収益勘定分として繰出基準に基づく雨水処理負担分を算定しています。なお、雨水処理にかかる経費は年々減少傾向にあります。また、
資本勘定分として分担金の収入を算定しています。

投資以外の経費は令和8年度予算をベースとし、昨今の物価上昇等を考慮し算定しています。
・職員給与費
職員1名分の職員給与費を定期昇給を見込み算定しています。
・動力費
令和8年度予算から物価上昇率を年8％と仮定し算定しています。
・修繕費
令和8年度予算ベースで算定しています。
・委託費
令和8年度予算ベースで算定しています。
・負担金
流域下水道の維持管理負担金として、令和8年3月改定予定「熊本県流域下水道事業経営戦略」の令和8年度から令和17年度までの年次
計画に基づき錦町負担分について算定しています。
⑥その他の経費
その他の経費として、事務費等を令和8年度予算ベースで算定してます。

老朽化対策事業として、ストックマネジメント計画に基づき、既存施設の点検調査及び更新を計画的に実施
します。

目 標

長期目標として「経費回収率の向上」、「基準外繰入金の削減」を定めます。
下水道使用料の改定のみで経費回収率を向上する場合は、住民への過度な負担が懸念されるため、段階
的に改定を行っていく必要があります。また、改定後においても財源が不足する場合は一般会計からの繰入
金で対応することになりますが、段階的な使用料改定により繰入額の削減を図ります。

目 標



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

エネルギー利用及び未利用土地等の活用可能な資産を有していないため取組みの予
定はありませんが、他団体の取組み・動向について情報収集行い、有効活用について
研究していきます。

今後の社会情勢や物価高騰等により厳しい経営が想定されます。実施時期や改定内容
等慎重に検討を重ね、下水道加入者へ料金改定の必要性について十分な説明と理解
を得たうえで検討していきます。

使用料の見直しに関する事項

取組みの予定はありません。

官民が連携した下水道施設の管理・更新の一体的なマネジメント方式となる「ウォーター
PPP」の導入を流域下水道一体で検討しています。

本町ストックマネジメント計画に基づき、点検・調査、計画策定、修繕・改築更新工事等
を実施し、投資の平準化を図ります。

広域化・共同化については、熊本県が策定している「くまもと汚水処理広域化・共同化計
画」に基づき、人吉球磨ブロックの市町村で検討しています。内容は、汚水の集約処理
や維持管理業務の共同発注等があり、課題を含め今後協議していく予定です。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

目標達成に向け投資・財政計画における実績値の把握と計画との乖離を確認し、乖離が大きい場
合は原因を調査するなど、PDCAサイクルに基づく適切な進捗管理が必要となります。本町におい
ては、毎年度進捗管理を行うとともに、投資・財政計画に変更がある場合は適宜事後検証を行い
ます。
また、策定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、PDCAサイクルに基づき質を高めて
いくため、3年から5年ごとに見直しを行います。

職員給与費に関する事項

現在の1名体制の職員給与費として計上しています。今後の業務内容の変化や業務
量、重要度を勘案し、職員の増減について検討していきます。

動力費に関する事項

より安価な電気供給会社と契約するなどランニングコストの削減に努めます。

修繕費に関する事項

本町ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効果的な対策を行います。

委託費に関する事項

維持管理業務の共同化、流域下水道一体としてウォーターPPPの導入を検討していきま
す。

その他の取組

取組みの予定はありません。

薬品費に関する事項

取組みの予定はありません。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

官民が連携した下水道施設の管理・更新の一体的なマネジメント方式となる「ウォーター
PPP」の導入を流域下水道一体で検討しています。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

取組みの予定はありません。



有形固定資産減価償却率については、2.94％と著し
く低い比率となっていますが、これは、本町下水道
事業が令和6年度が法適化初年度であり、法適化時
点の経過年数が有形固定資産減価償却累計額及び有
形固定資産帳簿価格に反映されていない事が要因で
す。本町下水道事業は平成5年度から整備に着手し
ており、管路等の施設は比較的新しいものが多い状
況ですが、今後、有形固定資産減価償却率の経年比
較により比率の上昇率を分析しながら、更新投資及
び長寿命化対策を実施します。

2. 老朽化の状況

全体総括

下水道事業（特環）総収益202,899千円に対し一般
会計繰入金は85,405千円で、総収益に占める一般会
計繰入金のシェアは約42.1％となっており、基準外
の一般会計繰入金は11,059千円と多額の税収補てん
を行っている状況です。基準外の一般会計繰入金を
どのように縮減していくかが最大の課題であり、料
金収入確保のための取り組みが急務です。人口減少
が進む中、処理区域内人口も減少する事が見込まれ
るため、町単独の補助制度（住宅リフォーム補助）
を推進しながら接続率を向上させ、今後の有収水量
の減少を最小限に止めつつ、計画的な料金改定によ
り収入を確保します。
　また、施設の適正な維持管理のため更新事業も計
画的に実施します。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

4,733 2.20 2,151.36 【】 令和6年度全国平均

処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率については、水洗化率の向上及び令和3年度に実施した
料金改定に伴う料金収入の増加により、令和6年度決算においては、単
年度収支が黒字であることを表す100％を上回る102.38％となりまし
た。今後も下水道接続率の向上による料金収入の確保と共に、経常費
用の削減に努め、比率の向上を図ります。
②累積欠損金比率については、法適化初年度である令和6年度決算が黒
字であったために0％となっていますが、今後、処理区域内人口の減少
に伴う使用料収入の減及び物価高騰による経常費用の増により、累積
欠損金が生じる可能性があります。経常費用の縮減はもとより、料金
水準の妥当性を随時検証しながら、適正な料金水準の設定に努め、繰
越欠損金が生じないよう努めます。
③流動比率については、100％を大きく下回っており、1年以内に現金
化できる資産で、1年以内に支払わなければならない負債を賄えていな
い状況です。本町下水道事業は現金預金期末残高10,752千円に対し、
企業債の元金償還金が124,666千円と多額であり、流動負債が流動資産
を大きく上回っている事が大きな要因です。令和7年度に元金償還ピー
クを迎え、以降の元金償還金は減少する見込みであり、当該指標は改
善に向かう見込みです。
④企業債残高対事業規模比率については、類似団体平均を大きく下
回っています。企業債現在高1,399,881千円に対し、一般会計の企業債
償還金負担見込額1,271,667千円と一般会計の将来負担見込額が高いこ
とが主な要因です。また、本町は県営球磨川上流流域下水道事業の構
成市町村であり、熊本県と構成市町村が各自の受益率に応じて投資的
経費を負担しているため、企業債の発行額も抑制出来ている事も比率
が低い一因です。
⑤経費回収率については、100％を下回る98.57％となったものの、類
似団体平均を大きく上回っています。令和3年度に実施した料金改定の
効果が出ており、引き続き、適正な料金水準の設定に努めます。
⑥汚水処理原価は191.04円であり、類似団体平均を下回っています。
本町は、県営球磨川上流流域下水道事業の構成市町村であり、スケー
ルメリットを活かした処理場集約等の効率化の効果が出ていると考え
られます。今後も下水道の接続率向上による有収水量を増加させ、更
なる経営の効率化を図ります。
⑧水洗化率については類似団体より低い状況ですが、町単独の補助制
度（住宅リフォーム補助）を推進しながら、下水道接続率の向上を図
ります。

資金不足比率(％)

- 55.38 47.60 100.00 4,290

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

10,033

処理区域内人口(人)

85.04 117.98 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 非設置

経営比較分析表（令和6年度決算）
熊本県　錦町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.05

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 102.38

平均値 - - - - 106.38

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 2.94

平均値 - - - - 27.46

0.00

0.01

0.02

0.03

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 0.02

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 70.63

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 18.82

平均値 - - - - 53.28

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 168.54

平均値 - - - - 1,142.44

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 98.57

平均値 - - - - 66.63

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 191.04

平均値 - - - - 252.17

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - -

平均値 - - - - 42.15

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 - - - - 67.97

平均値 - - - - 84.21

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.07】 【63.54】 【50.90】 【1,099.15】

【86.31】【43.17】【225.78】【72.92】

【30.82】 【0.06】 【0.15】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 84,887 79,193 79,514 80,014 80,448 80,812 81,106 81,327 81,475 81,548 81,547 81,549
(1) 75,954 76,731 77,175 77,792 78,337 78,807 79,201 79,517 79,756 79,915 79,995 80,075
(2) (B)
(3) 8,933 2,462 2,339 2,222 2,111 2,005 1,905 1,810 1,719 1,633 1,552 1,474

２． 115,070 136,029 131,235 130,446 129,806 134,423 134,223 133,772 133,379 133,179 132,979 132,779
(1) 77,691 98,649 94,474 94,000 93,700 98,400 98,100 97,800 97,500 97,200 96,900 96,600

76,591 95,074 94,474 94,000 93,700 93,400 93,100 92,800 92,500 92,200 91,900 91,600
1,100 3,575 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

(2) 37,150 37,332 36,711 36,396 36,056 35,973 36,073 35,922 35,829 35,929 36,029 36,129
(3) 229 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

(C) 199,957 215,222 210,749 210,460 210,254 215,235 215,329 215,099 214,854 214,727 214,526 214,328
１． 174,550 186,016 180,476 179,827 180,624 184,878 187,118 187,736 189,733 192,078 194,637 196,148
(1) 6,720 7,416 8,323 8,523 8,728 8,938 9,153 9,374 9,600 9,832 10,070 10,314

3,077 3,256 3,346 3,446 3,550 3,656 3,766 3,879 3,995 4,115 4,239 4,366

3,643 4,160 4,977 5,077 5,178 5,282 5,387 5,495 5,605 5,717 5,831 5,948
(2) 64,772 74,519 68,838 68,772 68,078 68,407 67,431 67,488 68,490 69,604 70,371 70,931

1,319 1,318 1,490 1,609 1,738 1,877 2,027 2,189 2,364 2,554 2,758 2,979
1,026 1,255 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599

62,427 71,946 66,749 66,564 65,741 65,931 64,805 64,700 65,527 66,451 67,014 67,353
(3) 103,058 104,081 103,315 102,532 103,818 107,533 110,534 110,874 111,642 112,642 114,196 114,904

２． 20,762 19,711 19,107 17,244 17,440 18,222 18,768 18,537 18,377 18,207 18,213 17,973
(1) 20,518 19,711 19,107 17,244 17,440 18,222 18,768 18,537 18,377 18,207 18,213 17,973
(2) 244

(D) 195,312 205,727 199,583 197,071 198,064 203,100 205,886 206,273 208,110 210,285 212,850 214,121
(E) 4,645 9,495 11,166 13,389 12,190 12,135 9,443 8,826 6,745 4,443 1,676 207
(F) 2,942
(G) 3,735 2,156
(H) △ 793 △ 2,156

3,852 7,339 11,166 13,389 12,190 12,135 9,443 8,826 6,745 4,443 1,676 207
(I) 3,852 11,191 22,357 35,746 47,936 60,071 69,514 78,340 85,084 89,527 91,203 91,409
(J) 25,060 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

14,924 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(K) 140,282 138,879 137,490 136,115 134,754 133,407 132,073 130,752 129,444 128,150 126,869 125,600

10,078 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 84,887 79,193 79,514 80,014 80,448 80,812 81,106 81,327 81,475 81,548 81,547 81,549

(N)

(O)

(P) 84,887 79,193 79,514 80,014 80,448 80,812 81,106 81,327 81,475 81,548 81,547 81,549

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度
（令和8年度）

営 業 収 益

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 81,300 73,100 69,400 77,100 100,000 90,700 62,000 66,200 64,300 71,600 60,500 62,500

61,500 59,200 53,200 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

２． 6,850 8,277 11,594 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

３．

４．

５．

６． 2,722 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

７．

８． 3,196 1,500 2,171 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

９．

(A) 94,068 82,877 83,165 86,100 109,000 104,700 76,000 80,200 78,300 85,600 74,500 76,500

(B)

(C) 94,068 82,877 83,165 86,100 109,000 104,700 76,000 80,200 78,300 85,600 74,500 76,500

１． 29,301 25,807 25,898 39,897 68,510 60,717 24,864 30,038 27,707 36,833 22,889 25,426

２． 125,931 125,787 123,951 112,317 110,472 109,115 110,128 109,432 105,091 103,856 100,763 98,280

３．

４．

５．

(D) 155,232 151,594 149,849 152,214 178,982 169,832 134,992 139,470 132,798 140,689 123,652 123,706

(E) 61,164 68,717 66,684 66,114 69,982 65,132 58,992 59,270 54,498 55,089 49,152 47,206

１． 61,164 66,749 66,604 66,114 67,762 65,132 58,992 59,270 54,498 55,089 49,152 47,206

２．

３．

４． 1,968 80 2,220

(F) 61,164 68,717 66,684 66,114 69,982 65,132 58,992 59,270 54,498 55,089 49,152 47,206

(G)

(H) 1,399,881 1,347,194 1,292,643 1,257,426 1,246,954 1,228,539 1,180,411 1,137,179 1,096,388 1,064,132 1,023,869 988,089

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

85,405 97,036 96,899 94,000 93,700 93,400 93,100 92,800 92,500 92,200 91,900 91,600

74,336 79,797 85,813 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

11,069 17,239 11,086 14,000 13,700 13,400 13,100 12,800 12,500 12,200 11,900 11,600

6,850 8,277 11,594 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

6,850 6,766 7,531 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

1,511 4,063

92,255 105,313 108,493 101,000 100,700 100,400 100,100 99,800 99,500 99,200 98,900 98,600

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度
（令和8年度）

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度
本年度

（令和8年度）


